
第３章 関係法令の概要 
二〔自然保護・環境関係〕 

 

１９ 土壌汚染対策法 

（法第３条、第４条、第５条、第１４条） 

 

法 の 趣 旨         

 有害物質による土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染に
よる人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染
対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。 

報告の必要な行為 

・使用が廃止された有害物質使用特定施設※１に係る工場又は事業場の敷
地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚
染の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。 
（第３条第１項） 
・第３条第１項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されて
いる土地において、一定規模以上※２の土地の形質の変更を行う者は、当
該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他の事項を知事に届け
出なければならない。（第３条第７項） 

・一定規模以上※３の土地の形質の変更を行う者は、当該土地の形質の
変更に着手する日の３０日前までに、当該土地の形質の変更の場所及
び着手予定日その他の事項を知事に届け出なければならない。（第４
条第１項） 
・土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じる
おそれがあるものとして、基準に該当する土地があると認められると
きは、当該土地の土地所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質に
よる汚染の状況について、知事から調査結果の報告を命ぜられることが
ある。（第５条第１項） 
・上記の契機によらない自主的な調査により、指定基準に適合してい
ないことが判明した場合、要措置区域等に指定することを申請するこ
とができる。（第１４条第１項） 

 

 

 

 

 

 

報告が必要な区域  県内全域 

受 理 権 者         
 知  事 
 政令市長（福島市、郡山市、いわき市） 

基 準 等         
 要措置区域の指定に係る基準（第６条第１項） 
 形質変更時要届出区域の指定に係る基準（第１１条第１項） 

 

担 当 機 関         

 

県    各地方振興局 県民環境部（県民）環境課（いわきを除く） 
政令市 福島市環境部環境課 

        郡山市環境保全センター 
     いわき市環境監視センター 

 

 

手続フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考         
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（指定基準超過の場合） 
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当
機
関 

（指定基準超過の場合） 

自主調査 

法に基づく調査 報告 

申請 指定 

指定 土
地
の
所
有
者
等 
※１ 有害物質使用特定施設（鉛、砒素、トリクロロエチレン等２６物質

のいずれかを使用等していた水質汚濁防止法の特定施設） 

※２ 900㎡ 

※３ 3,000㎡（ただし、有害物質使用特定施設に係る工場または事業場

の敷地または使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又

は事業場の敷地の場合は900㎡、第３条第７項の土地は除く。） 
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【基準不適合】 【基準適合】 

【汚染の除去が行われた場合】 

１ 土壌汚染のおそれがある土地（①一定規模以上の土地の形質の変更時、②健康被害のおそ

れがある時） 

２ 有害物質使用特定施設の廃止時や用途の変更時 

調査の実施（土地の所有者、占有者、管理者等） 

【リスクの低減】 

・土地所有者等又は汚染原因者に対し、

知事がリスク低減措置の実施を指示 

・土地の形質変更の原則禁止 

【土地の形質変更に伴う新たなリ

スク発生の防止】 

知事に土地の形質の変更の届出 

（計画変更命令有り） 

<措置の内容> 

【直接摂取によるリスクの観点】 

 ①土壌汚染の除去 

②土壌入換え 

③盛土 など 

【地下水等の汚染経由のリスクの

観点】 

 ①地下水の水質測定 

②遮水工封じ込め など 

指定解除、公告、指定台帳の消

除及び解除台帳の調整 

要措置区域等(リスク管理地)として 

知事が指定、公告、台帳に登録）   

非リスク管理地 

【摂取経路の遮断 

が行われた場合】 

<要措置区域> 

土壌汚染の摂取経路があり、

健康被害が生ずるおそれが

あるため、汚染の除去等の措

置が必要な区域 

<形質変更時要届出区域> 

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害

が生ずるおそれがないため、汚染の除

去等の措置が不要な区域（摂取経路の

遮断が行われた区域を含む。） 

自主調査の実施 

【基準不適合】 

要措置区域等へ 

の指定の申請 

【不適正処理の防止】 

・知事に汚染土壌の搬出時の

届出（措置命令有り） 

<措置の内容> 

① 運搬方法 

② 汚染土壌処理業者への処

理の委託 

【掘削の場合】 
掘削土壌の調査の実施 

【基準不適合】 【基準適合】 

非リスク

管理土壌 


